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市
民
の
皆
さ
ん
が
運
動
を
始
め

る
き
っ
か
け
と
し
て
始
ま
っ
た
笑

顔
あ
ふ
れ
る
健
康
マ
イ
レ
ー
ジ

「
健
康
ポ
イ
ン
ト
制
度
」は
、
貯
め

た
ポ
イ
ン
ト
を
、
小
・
中
学
校
な

ど
に
寄
付
ま
た
は
温
泉
施
設
な
ど

の
利
用
券
に
交
換
で
き
ま
す
。

▽
小
・
中
学
校
な
ど
に
ポ
イ
ン
ト

寄
付
を
希
望
す
る
方

　

12
月
27
日（
金
）ま
で
に
健
康
増

進
課
、
各

支
所
窓
口

ま
た
は
参

加
申
込
書

を
提
出
し

た
学
校
な

ど
に
実
践

手
帳
を
添

え
て
申
請

す
る
と
、

本
年
度
中

に
寄
付
金

が
小
学
校

な
ど
に
送

ら
れ
ま
す

（
1
月
以
降
は
、
翌
年
度
と
な
り

ま
す
）。

　

あ
な
た
の
健
康
づ
く
り
で
、
地

域
の
子
ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
成

浅
茅
生
た
づ
ね
ざ
り
せ
ば
し
の
ぶ
ぐ
さ　

お
も
ひ
お
き
け
ん
露
を
見
ま
し
や おりたちて今朝の寒さを驚きぬ　露しとしとと柿の落葉ふかく
仲田光成記念賞
　中島京子　作

▲日高高校書道部　書の実演

文
部
科
学
大
臣
賞

　

瀧
澤
栖
幸　

作

健
康
ポ
イ
ン
ト
の

交
換
を
始
め
よ
う
！

〜
健
康
ポ
イ
ン
ト
制
度
〜

長
を
応
援
で
き
ま
す
。

▽
温
泉
利
用
券
な
ど
に
交
換
を
希

望
す
る
方

　

必
要
と
な
る
ポ

イ
ン
ト
に
達
し
た

と
き
に
実
践
手
帳

を
添
え
て
申
請
す
る
と
利
用
券
に

交
換
で
き
ま
す
。
健
康
づ
く
り
に

取
り
組
ん
で
、
温
泉
入
浴
券
や
運

動
施
設
の
利
用
券
を
手
に
入
れ
ま

し
ょ
う
。

　

健
康
ポ
イ
ン
ト
制
度
へ
の
た
く

さ
ん
の
方
の
参
加
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。
参

加
の
仕
方
や

実
践
手
帳
の

記
入
方
法
な

ど
、
不
明
な

点
は
、
気
軽

に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ

い
。

　

自
身
の
目

標
達
成
、
健

康
づ
く
り
に

つ
な
が
る
事

業
に
参
加
し

て
、
楽
し
く

賢
く
健
康
ポ
イ
ン
ト
を
貯
め
ま

し
ょ
う
。

《
問
合
せ
》
健
康
ま
ち
づ
く
り
推

進
室
☎
24

－

1
1
2
7

【
入
賞
者（
特
選
を
除
く
）】（
敬
称
略
）

■
文
部
科
学
大
臣
賞

▽
瀧た
き

澤ざ
わ

栖せ
い

幸こ
う（
千
葉
県
市
川
市
）

■
仲
田
光
成
記
念
賞

▽
中な
か

島じ
ま

京
子（
東
京
都
大
田
区
）

〔
市
内
関
係
分
〕

■
兵
庫
県
教
育
委
員
会
賞

▽
中
谷
桃も

音ね（
日
高
東
中
1
年
）

■
神
戸
新
聞
社
賞

▽
菅
村
真
央（
豊
岡
北
中
3
年
）

▽
村
上
菜
津
美（
出
石
高
2
年
）

■
但
馬
文
化
協
会
長
賞

▽
山
本
佳
世（
泉
町
）

■
豊
岡
市
長
賞

▽
坪
内　

琳り
ん（
日
高
小
5
年
）

▽
中
尾　

航こ
う（
出
石
高
3
年
）

■
豊
岡
市
議
会
議
長
賞

▽
石
田　

向こ
う（
中
筋
小
4
年
）

■
豊
岡
市
教
育
委
員
会
賞

▽
本
山
夏な

都つ（
五
荘
小
1
年
）

▽
廣
瀬
碧あ
お

泉い（
五
荘
小
5
年
）

▽
織お
り

田た

佑
香（
竹
野
中
1
年
）

　
「
仲
田
光
成
記
念　

第
13
回
豊
岡
全
国
か
な
書
展
」を
11
月
22
日（
金
）か
ら

24
日（
日
）ま
で
の
3
日
間
、
総
合
体
育
館
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
入
賞
作
品（
特
選
以
上
）1
2
2
点
と
入
選
作
品
3
8
6
8
点
、

賛
助
作
品
な
ど
を
展
示
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
23
日（
土
）に
は
、
審
査
員
に
よ
る
か
な
書
や
日
高
高
等
学
校
書
道
部

の
皆
さ
ん
に
よ
る
揮き

毫ご
う（
書
の
実
演
）が
あ
り
、
来
場
者
の
目
を
引
き
ま
し
た
。

《
問
合
せ
》
竹
野
支
所
総
務
係
☎
47

－

1
1
1
1

仲
田
光こ

う

成せ
い

記
念
　
第
13
回
豊
岡
全
国
か
な
書
展
を

開
催
し
ま
し
た

▲寄付金活用事例：ひまわりペインティング
　（府中小学校）
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固
定
資
産
税
の
お
知
ら
せ

く
だ
さ
い
。

　
　

な
お
、
資
産
の
異
動
が
な
い

場
合
も
申
告
が
必
要
で
す
。

※
償
却
資
産
課
税
台
帳
に
所
有
者

と
し
て
資
産
登
録
の
あ
る
方
に

は
、
12
月
上
旬
に
平
成
26
年
度

申
告
書
を
送
付
す
る
予
定
で
す
。

Q
　
償
却
資
産
と
は
何
で
す
か
？

A　

会
社
や
個
人
が
事
業
を
営
む

た
め
に
所
有
し
て
い
る
機
械
・

器
具
・
備
品
な
ど
の
事
業
用
資

産
の
こ
と
で
す
。
土
地
・
家
屋

と
同
じ
く
、
固
定
資
産
税
の
課

税
対
象
で
す
。

　

県
と
県
内
の
全
市
町
が
連
携
し

て
、
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
を

推
進
し
て
い
ま
す
。

 

特
別
徴
収
　
従
業
員
の
給
与
か

ら
個
人
住
民
税
を
天
引
き
し
、

事
業
主
が
従
業
員
に
代
わ
っ
て
、

毎
月
、
市
に
納
入
す
る
も
の

・
こ
の
制
度
は
、
地
方
税
法
お
よ

び
市
条
例
の
規
定
で
、
所
得
税

の
源
泉
徴
収
を
行
う
全
て
の
事

業
主（
給
与
支
払
者
）に
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

・
特
別
徴
収
が
不
要
な
ケ
ー
ス
は

法
令
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
事

業
主
の
希
望
に
応
じ
て
決
め
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

▽
従
業
員
の
メ
リ
ッ
ト

①
毎
月
の
給
与
天
引
き（
年
12
回

払
い
）に
な
る
の
で
、
年
4
回

納
め
る
普
通
徴
収
に
比
べ
、
1

回
当
た
り
の
納
税
額
が
少
な
い

②
金
融
機
関
に
出
向
く
手
間
が
省

け
る

③
納
付
忘
れ
を
防
げ
る

《
問
合
せ
》
税
務
課
市
民
税
係

　

☎
21

－

9
0
4
5
ま
た
は
県
税

事
務
所
課
税
第
1
課

　

☎
26

－

3
6
2
7

目
指
そ
う
！
特
別
徴
収

1
0
0
パ
ー
セ
ン
ト
実
施

12
月
は
但
馬
地
域
税
収
確
保

重
点
月
間
！

　
（
社
）地
方
税
電
子
化
協
議
会
が

運
営
す
る
地
方
税
ポ
ー
タ
ル
シ
ス

テ
ム「
eエ
ル
タ
ッ
ク
ス

L
T
A
X
」を
利
用
し
た

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
電
子
申

告
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
詳
し

い
内
容
や
手
続
き
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ま
た
は
e
L
T
A
X
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
e
L
T
A
X
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w
w
.eltax.jp/

知
っ
て
納
得
！

固
定
資
産（
償
却
資
産
）の

Q
&
A
！

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
1
月
1

日
に
、
土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産

を
所
有
し
て
い
る
方
が
、
そ
の
所

在
す
る
市
町
村

に
納
め
る
税
金

で
す
。
平
成
25

年
中
に
、
次
の

よ
う
な
異
動
が

あ
っ
た
場
合
は
、

必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

■
土
地
・
家
屋

・
土
地
の
利
用
状
況
の
変
更

　
〔
例
〕
農
地
を
埋
め
立
て
て
駐

車
場
や
資
材
置
き
場
に
し
た

・
家
屋
の
取
り
壊
し

・
家
屋
の
用
途
変
更

　
〔
例
〕
専
用
・
併
用
住
宅
を
工

場
・
事
務
所
に
変
更
し
た

・
登
記
を
し
て
い
な
い
家
屋
の
所

有
者
変
更（
売
買
・
相
続
な
ど
）

・
4
月
に
送
付
し
た「
課
税
明
細

書
」の
内
容
の
変
更

※
登
記
済
の
物
件
は
申
告
不
要

■
償
却
資
産

・
平
成
26
年
1
月
1
日
現
在
の
資

産
の
所
有
状
況（
機
械
・
備
品

な
ど
の
購
入
ま
た
は
廃
棄
、
事

業
の
廃
業
な
ど
）を
申
告
し
て

異
動
申
告
は
1
月
17
日（
金
）ま
で
に
！

Q
　
申
告
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
で
す
か
？

A　

市
内
に
償

却
資
産
を
所

有
し
て
い
る

方
は
、
地
方

税
法
に
基
づ
き
、
毎
年
1
月
1

日
現
在
の
資
産
の
所
有
状
況
を

申
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

Q
　
ど
ん
な
資
産
が
申
告
の
対
象

で
す
か
？

A　

原
則
と
し
て
、
決
算
時
に
減

価
償
却
資
産
と
し
て
計
上
す
る

も
の
は
、
全
て
償
却
資
産
の
申

告
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
　

た
だ
し
、
構
築
物
の
う
ち
、

「
家
屋
」と
し
て
固
定
資
産
税
の

対
象
と
な
る
も
の
、
車
両
の
う

ち
自
動
車
税
・
軽
自

動
車
税
の
対
象
と
な

る
も
の
は
申
告
対
象

か
ら
除
き
ま
す
。

Q
　
新
規
開
業
し
た
場
合
の
申
告

は
ど
う
す
る
の
で
す
か
？

A　

平
成
25
年
中
に
、
新
し
く
事

業
を
始
め
た
方
に
は
、
市
か
ら

「
申
告
書
」を
送
付
し
ま
す
。
申

告
書
が
届
か
な
い
場
合
は
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》
税
務
課
資
産
税
係

　

☎
21

－

9
0
4
6
ま
た
は
各
支

所
市
民
福
祉
係

　

県
と
但
馬
地
域
3
市
2
町
が
ス

ク
ラ
ム
を
組
み
、
滞
納
対
策
に
取

り
組
み
ま
す
。

　

特
に
、
個
人
住
民
税（
市
･
県

民
税
）の
滞
納
者
に
対
し
て
は
、

共
同
で
文
書
催
告
を
行
い
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
、
納
付
ま
た
は
市

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

《
問
合
せ
》
税
務
課
収
税
係

　

☎
23

－

1
1
1
8
ま
た
は
県
税

事
務
所
収
税
管
理
課

　

☎
26

－

3
6
2
5

個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
を
実
施

し
て
い
な
い
事
業
主
の
皆
さ
ん
へ

  
  


